
１．計画期間

令和7年 3月16日 ～ 令和12年 3月15日（５年間）

２．内　容

（１） 対　策

 　・仕事の効率や成果に応じた公正な評価・処遇体系を整備し、

 　　評価制度・賃金制度を改定 

（２） 実施時期　　令和7年3月16日～

（１） 対　策

　・事業所内保育所（託児所）の設置／運営

（２） 実施時期　　令和7年3月16日～

（１） 対　策

　・管理者を対象とした意識改革のための研修の実施

　・各事業所ごとに業務内容の棚卸し、業務量の見直し

株式会社　ＳＫＹ　行動計画

　社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境
をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにす
るため、次のように行動計画を策定する。

 目標１：男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合を50％にする

 目標２：産後、早期に職場復帰できる環境整備の実施

 目標３：全社員の時間外・休日労働時間の平均を10時間未満とする

（２） 実施時期　　令和7年3月16日～


